
Point：
病院等及び薬局が新規ユーザ登録申請画面から申請を行う際は、ログインを求められません。

イメージ

今回の説明範囲

厚生労働省のホームページに、移行期間における操作手順のマニュアルは
令和5年4月～5月に限定した内容で掲載予定。
※令和5年4月1日から参照できるよう、令和5年3月末に掲載予定。

令和5年4月～5月の期間中において、
新規ユーザ登録申請画面にはマニュアル内の
URLの記述から遷移していただきます。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00130.html

病院等及び薬局が、申請画面を利用して申請を行うフローの説明 別添１


